
 

町有財産売却一般競争入札要領 

 

１ 入札物件 

 （１）物件番号１ 

物件番号 所在地番 地 目 公  募 最低売却価格 

１ 羅臼町海岸町４１０番７ 宅地 ６８０㎡ ８１６，０００円 

 

２ 入札参加者の資格 

  入札参加は下記の条件を満たす方であれば個人、法人を問いません。なお、落札しても、下記の条 

 件を満たさない場合、売買契約は締結できません。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当する者でないこと。 

(2) 羅臼町暴力団排除条例（平成 24 年条例第 16号）第 2 条第 2 項に規定する暴力団員及び第 2 条第

1項に規定する暴力団関係事業者に該当する者でないこと。 

 (3)この公告の日から入札の日までの期間において、羅臼町の競争入札参加資格関係事務処理要綱の

規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 

(4)国税のうち、法人税又は申告所得税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

 (5)本町の町税に滞納がないこと。 

 

３ 入札参加申込期間 

  この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。令和６年７月１０日（水）８時４５分から令 

和６年７月２２日（月）１７時３０分までに、次に掲げる書類（以下「申請書類」という。）を提出し 

てください。 

  （１）申請書類 

     (ⅰ)町有財産売却一般競争入札参加申込書（様式１） 

     (ⅱ)暴力団排除に関する誓約書（様式２） 

     (ⅲ)添付書類 

      【個人の場合】 

・印鑑登録証明書 １通 

       ・住民票 １通 

       ・身分証明書 １通 ※本籍地の戸籍担当窓口で発行されます。 

       ・納税証明書その３の２（国税） １通 ※未納の税額がないことの証明 

       ・納税調査承諾書 1通 

      【法人の場合】 

       ・役員等一覧表（様式４） 

       ・印鑑証明書 １通 

       ・履歴事項全部証明書（登記簿謄本） １通 

・納税証明書その３の２（国税） １通 ※未納の税額がないことの証明 



・納税調査承諾書 １通 

     ※共有名義での参加の場合は、共有者全員の添付書類が必要となるほか、別紙共有者名義 

及び委任状（様式３）が必要です。入札等のすべての権限は申込者（代表者）となります。 

     ※国税（法人税及び申告所得税、消費税及び地方消費税）の未納の税額がないことの証明 

      について、個人の方は「納税証明書その３の２（申告所得税及び復興特別所得税及地方 

      消費税）」、法人の方は「納税証明書その３の３（法人税と消費税及び地方消費税）」が必 

      要となります。羅臼町に納税義務のある方のみ、納税調査承諾書の提出が必要となります。 

     ※各種証明書は、発行日から３か月以内の原本とします。 

（２）提出場所 

     羅臼町役場建設水道課に直接持参するか郵送してください。 

  （３）提出方法 

     （ア）提出の場合：８時４５分から１７時３０分まで（土日祝日除く） 

     （イ）郵送の場合：一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により郵送してくださ 

い。令和６年７月２２日（月）必着とし、申込期限を過ぎたものは失格 

とします。 

【送付先】〒086-1892 目梨郡羅臼町栄町１００番地８３ 

                   羅臼町役場建設水道課 宛 

        ※封筒には「町有財産財産売却一般競争入札参加申込書在中」と朱書きしてください。 

  （４）その他 

     （ア）申請書類は、羅臼町ホームページに掲載します。 

        羅臼町ホームページ「 羅臼町ホームページ  http://www.rausu-town.jp/ 」 

（イ）入札参加者の資格については、申請書類の提出期限の日を基準日として確認するもの 

        とします。 

     （ウ）書類の不備があった場合、受付できませんので、書類の準備ができ次第、お早目の提 

        出をお願いします。 

 

４ 入札必要書類の交付 

  入札参加申込受付後、本町から次の書類を郵送します。 

  ・町有財産売却一般競争入札参加申込書の写し 

   ※提出いただいた町有財産一般競争入札参加申込書の写しに当町の受付印を押印します。 

  ・入札書（様式５） 

 

５ 入札方法等 

入札者は、入札書に必要な事項を記入し、町有財産売却一般競争入札参加申込書（写し）を添付し 

て、持参または一般書留郵便、簡易書留郵便のいずれかの方法により提出する。 

 （１）提出書類 

   （ア）入札書（様式５） 

     ※入札者は、入札書に必要事項を記入するうえで、入札書の注意事項を確認し、無効となら 

によう注意して下さい。 

http://www.rausu-town.jp/


（イ）添付書類 

     ・町有財産売却一般競争入札参加申込書（写し） 

      ※入札参加申込受付後、受付印が押印されたもの 

 （２）入札書等提出期限 

    令和６年７月２３日（火）から令和６年７月３０日（火）１７時３０分まで 

    ※この期間内に入札書等が到着しない場合、無効となります。 

 （３）入札書等の提出方法 

持参又は郵送によるものとし、郵送の場合は一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法

により郵送する。 

   【送付先】 

    〒086-1892 目梨郡羅臼町栄町１００番地８３ 

          羅臼町建設水道課 宛 

 （４）入札書等の提出にあたっての注意事項 

   （ア）郵送で入札される方は、「郵送入札の封筒作成方法」も参照して下さい。 

   （イ）共有名義で入札を行う場合は、入札参加申込時に定めた申込者（代表者）の住所・氏名 

      記入して下さい。 

 （５）入札の回数は、１回とします。 

 

６ 入札執行（開札）の日時及び場所 

（１）開札日時 

     令和６年７月３１日（水）１１時００分 

  （２）開札場所 

     目梨郡羅臼町栄町１００番地８３ 羅臼町役場庁舎２階 町長室 

  （３）開札の立会い 

     入札者による立会いは行わず、入札事務に関係のない職員を立ち合わせるものとします。 

 

７ 落札者の決定方法 

(1) 有効な入札を行った者のうち、町が公表する最低売却価格以上で最高価格を提示した者を落札 

者とする。 

(2)最高額を提示した者が複数いる場合は、入札の事務の関係のない職員が代理してくじ引きを行 

い、落札者を決定しますので、ご了承の上、入札に参加して下さい。 

  (3)落札者が決定したときは、直ちに当該落札者に対して、電話により結果を通知します。 

 

８ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  (1)この公告及び町有財産売却一般競争入札要領に示した条件を満たさない者が行った入札 

  (2)申請書類等を提出期限までに提出しなかった者が行った入札 

   (3)申請書類等に虚偽の記載をした者が行った入札 

 



(4)入札参加申込書受付後、入札までの期間において、指名停止を受ける等入札参加資格にかける 

   こととなった 

  (5)その他入札の条件に違反した入札 

 

９ 契約の締結 

  令和６年８月５日（金）までに契約します。契約締結期限までに契約を締結しない場合は、落札は 

 その効力を失います。 

 

１０ 売買代金の支払い 

   落札者は、契約締結の日から１５日以内に納付すること。 

   ※分納での納付はできません。 

 

１１ 所有権移転登記 

   （１）売買代金が完納されたことを確認され次第、所有権移転を行います。 

   （２）所有権移転登記の手続きは、羅臼町が行います。所有権移転登記が、完了次第、落札者 

      （共有名義の場合は代表者）に登記識別情報通知をお渡しします。なお、共有名義で売買 

      契約を締結した場合については、当該共有者名義で所有権移転登記を行います。 

   （３）落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲 

      渡することはできません。 

 

１２ その他 

   (1)入札参加者は、羅臼町財務規則その他関係法令を厳守して下さい。 

   (2)売買契約書（町保管のもの１部）に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に要する登録免許 

     税の他、本契約の締結及び履行に必要な一切の費用は、落札者の負担となります。 

(3)提出された書類は返却しない。 

   (4)売買物件の土地の関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、落札者にお 

いて行っていただきます。 

   (5)売買物件の敷地内のゴミ、埋設物の撤去、立木の伐採、草刈り等に要する費用は落札者の負担 

     となります。 

   (6)入札までの間にやむを得ない事由のため、当該入札を延期又は中止することがあります。な 

お、提出した入札書は延期後の開札日時まで厳重に保管するものとし、入札を中止する場合は 

速やかに入札参加者に返却する。 

      

１３ 問合せ先 

   〒086-1892 目梨郡羅臼町栄町１００番地８３ 

         羅臼町役場建設水道課 

         ℡ 0153-87-2163 FAX 0153-87-2916 

 

  


